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１回目（前号）は、企業活動と刑事事件が交錯する場面と実際に刑事事件が発生した場

合に起こることを概観してまいりました。 

２回目（本号）では、そのような事態が発生した場合に、弊所企業刑事法務チームがど

のような対応を行っているかについてお話しします。 

 

４ 企業刑事法務チームによる対応 

企業内で刑事事件や刑事事件に発展する可能性がある不祥事が発生した場合に必要とさ

れる対応を時系列順にモデル的に示すと、以下のように整理できます。 

 

① 初動対応 

- 速やかに事実関係を把握し、関係者へのヒアリングや証拠収集を行う。   

- 被害の範囲を特定し、今後の対応方針を決定する。 

② マスコミ対応  

- プレスリリースを作成し、適切な情報発信を行う。 

- 必要に応じて記者会見をセットし、想定問答を準備する。   

③ 当局対応 

- 行政機関への報告が必要な場合は、速やかに対応する。   

- 捜査機関との適切な情報提供を行い、企業としての立場を明確にする。 

④ 社内調査と再発防止策 

- 不祥事の原因を分析し、再発防止策を策定する。   

- 必要に応じて第三者委員会を設置し、透明性のある調査を実施する。 

⑤ 不正行為者への対応 
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- 社内処分のほか、損害賠償請求や刑事告訴を検討する。   

- 企業の信頼回復に向けた対応を進める。 

 

５ 刑事事件対応の難しさと企業刑事法務チームの強みについて 

 時間や情報の限られた中での初動対応やマスコミ対応、証拠と法令を押さえた上で行う

べき当局対応など、企業内のリソースと知見でこれらの対応をこなしていくのは簡単なこ

とではありません。 

弊所では、これらの対応を、検事出身弁護士によって構成される「企業刑事法務チー

ム」を中心にして行っています。 

 取り分け、上記①の初動対応は時間との勝負ですが、この場面では、短時間で必要な情

報収集（関係書類の収集・精査、ヒアリング等）を行い、これを前提に可能な限り精度の

高い見通しをつけ、適切な対応策を立案・実施することが求められます。 

検事出身弁護士の強みは、やはり事案の見立て、すなわち、発生した事象が広がりを持

つものか、捜査・調査機関は次にどういうアクションを取ってくるか、結局どこに落ち着

きそうかといったことに関する精度の高い見通しを付けることにあると思います。 

 弊所企業刑事法務チームの弁護士は、検事として、あるいは弁護士として、一般刑事事

件はもとより、特捜部所管の贈収賄事件、各種税法違反事件、証券取引等監視委員会が扱

う金商法違反事件、公正取引委員会が扱う独占禁止法違反事件、職場における重大事故な

どの特殊業務上過失致死傷事件等、専門性の高い事件を多数経験しています。 

 また、刑事事件には、労務、知財分野等の専門的知識・経験を要する事件も少なくあり

ませんが、そのような事案については、それぞれの分野において高い専門性を持つ多くの

所内弁護士と連携して対応を行っています。 

  

６ 終わりに 

 刑事事件の発生リスクをゼロにすることは難しいとしても、万が一発生した時に企業が

適切な対応を取ることで、事態の悪化を防ぎ、信頼回復につなげることができます。 

刑事事件発生時はもとより、そこに至らなくとも何か気になることがありましたら、ま

ずはお気軽に企業刑事法務チームにご相談ください。 

 事務所の総合力を生かし、状況に照らしてもっともふさわしいサービスを迅速に提供し

てまいります。 

 

以上 
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この記事に関するお問い合わせ，ご照会は以下の連絡先までご連絡ください。 

 

弁護士 片岡 敏晃 

https://jmatsuda-law.com/members/toshiaki-kataoka/ 

 

松田綜合法律事務所 

〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目 1 番 1 号  大成大手町ビル 10 階  

電話：03-3272-0101 FAX：03-3272-0102 

 

この記事に記載されている情報は，依頼者及び関係当事者のための一般的な情報として作成さ

れたものであり，教養及び参考情報の提供のみを目的とします。いかなる場合も当該情報につ

いて法律アドバイスとして依拠し又はそのように解釈されないよう，また，個別な事実関係に

基づく具体的な法律アドバイスなしに行為されないようご留意下さい。 

https://jmatsuda-law.com/members/toshiaki-kataoka/

